
精神保健福祉をめぐる
県施策の動向

障害者福祉推進課

令和８年５月２９日（金）
令和８年度第２回保健所職員研修兼地域精神保健福祉業務連絡会資料



本日の流れ

１ 埼玉県における精神障害にも対応した
地域包括ケアシステム構築に係る各事業について

２ 報告：入院者訪問支援事業の進捗状況について

３ 情報提供：高次脳機能障害者支援について



精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築（イメージ）

○精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加（就労など）、地域の助け
合い、普及啓発（教育など）が包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築を目指す必要があり、同システムは地域共生社会の実現に向かっていく上で
は欠かせないものである。

○このような精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にあたっては、計画的に地域の基盤を整備するとともに、市町村や障害福祉・介護事業者が、
精神障害の程度によらず地域生活に関する相談に対応できるように、市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科医療機関、その
他の医療機関、地域援助事業者、当事者・ピアサポーター、家族、居住支援関係者などとの重層的な連携による支援体制を構築していくことが必要。

安心して自分らくし暮らすために･･･

社会参加（就労）・地域の助け合い

住まい

・自宅（持ち家・借家・公営住宅等）
・サービス付き高齢者向け住宅 等

企業、ピア・サポート活動、自治会、ボランティア、NPO等

市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、市町村

障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、保健所

バックアップバックアップ

バックアップバックアップ

・地域包括支援センター（高齢）

・精神保健福祉センター（複雑困難な相談）
・発達障害者支援センター（発達障害）
・保健所（精神保健専門相談）
・障害者就業・生活支援センター（就労）
・ハローワーク（就労）

・市町村（精神保健・福祉一般相談）
・基幹相談支援センター（障害）

病気になったら･･･

医療

お困りごとはなんでも相談･･･

様々な相談窓口

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・精神科デイケア・精神科訪問看護
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

病院：
急性期、回復期、慢性期

介護・訓練等の支援が必要になったら･･･

障害福祉・介護

（介護保険サービス）
■在宅系：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス 等
■介護予防サービス

■地域生活支援拠点

（障害福祉サービス）
■在宅系：
・居宅介護 ・生活介護
・短期入所
・就労継続支援
・自立訓練 等

都道府県ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、都道府県本庁・精神保健福祉センター・発達障害者支援センター

バックアップ

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護 等

■施設・居住系サービス
・施設入所支援
・共同生活援助
・宿泊型自立訓練 等

日常生活圏域

基本圏域（市町村）

障害保健福祉圏域
※ 地域包括ケアシステムは、日常生活
圏域単位での構築を想定

※ 精神障害にも対応した地域包括ケア
システムの構築にあたっては、障害
保健福祉圏域ごとに、精神科医療機
関・その他の医療機関・地域援助事
業者・市町村による連携支援体制を
確保

通所・入所通院・入院

圏域の考え方

訪問
訪問

厚労省資料に一部追記
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県においては県保健所ごとに
協議の場を設置します。

全県での会議は障害者福祉推進課が主催で実施します。
また、作業班としてのワーキンググループを設置します。

各市町村の障害福祉計画に基づき協議
の場を設置します。



埼玉県

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯

/

地域支援体制整備コーディネーター
委託事業

退院促進支援事業

地域移行ピアサポート委託事業

地域移行推進員
委託事業 地域移行協議会

事業

連絡協議会事業

運営委員会
事業

自立促進支援
協議会事業

地域自立促進支
援協議会事業

退院促進支援モデル事業

精神障害者を地域で支えるシステム構築事業

精神障害者地域移行支援事業・関係者連絡会の変遷

精神障害者地域移行支援事業

平成３０年度

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
構築事業

令和２年度～

精神障害者を地域で支えるシステム構築事業

１ 精神障害者地域支援体制構築会議等事業
２ 精神障害者福祉型訪問支援強化事業
３ 地域移行ピアサポート委託事業
４ 早期退院支援事業

（１）入院者訪問支援検証事業
（２）体制構築

ア 県自立支援協議会精神障害者地域支援体制整備部会
※県の協議の場、ワーキンググループも開催、

イ 精神障害者地域支援体制構築会議
※保健所ごとの協議の場

ウ 関係者連絡会

（３）人材育成
ア 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進研修
イ その他包括ケアに資する人材育成・普及啓発等事業

心のサポーター養成事業

（４）広域支援
ア 精神障害にも対応したアウトリーチ事業
イ 地域移行・地域定着ピアサポート活動促進事業
ウ 早期退院支援推進事業

平成２４年度
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埼玉県における精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた重層的な連携体制

連携
【障害者福祉推進課】

埼玉県自立支援協議会精神
障害者地域支援体制整備部会

【県保健所】
精神障害者地域支援
体制構築会議

【市町村】

市町村ごとの医療・保健・福祉
の関係者による協議の場

連携

市町村単位、保健所単位、県単位で保健、医療、福祉の関係者による協議の場を設置し、現状や課題を共有し、重層
的な連携により地域の実情に応じた支援体制を構築する

【市町村ごとの協議の場】
６２市町村において設置済み

（令和６年３月末現在）

・地域自立支援協議会や既存の協
議会を活用している

・複数市町村によって広域設置して
いる自治体もある

【県の協議の場】
・埼玉県自立支援協議会の部会

・保健所ごとの協議の場と連携を図
るため、保健所職員研修や関係者
連絡会

【協議内容】
・今後の県の取組の方向性
・個別支援ニーズの考え方の整理

・住まいの場の確保支援の現状、ピ
アサポートの活用、アウトリーチ
・地域包括ケアシステム構築に向け
ため人材育成研修など

Ｈ３０～「自立支援協議会精神障害者地域移行支援部会」から名称変更

【保健所ごとの協議の場】

管内の精神科病院長など、地域の機
関の代表者を構成員とすることで組
織のコンセンサスを得て、支援体制
を進める

【協議内容例】

・実務者会議や事例検討会、ヒアリン
グで挙げられた地域の現状・課題、
今後の取組を共有

・管内医療機関との退院支援等に係
る医療と保健、福祉の連携の課題
・地域課題に応じた取組や必要な人
材育成研修等について協議

市町村ごとの協議の場は、福祉を起
点とした基盤整備の検討を行い、保
健所ごとの協議の場は、保健・医療
を基盤整備の検討を行う。それぞれ
の協議の場の連携が重要

関係者連絡会を実施し、
情報共有し、連携を図るワーキング

グループ
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市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象となる。

参 考

精神障害者や精神保健に課題を抱える者への相談支援については、（政令市・保健所設置市以外の）市町村においては、
精神保健福祉法上の「努力義務」となっており、法的には現時点で義務づけられてはいないものの、福祉・母子保健・介
護等の分野と精神保健分野の複合的な支援ニーズがみられる中で、「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実
現に向けた検討会」等において、市町村における実施の重要性が指摘されている。

市町村への支援に関する都道府県の責務

自治体の相談支援の対象の見直し

都道府県は、市町村が行う精神保健に関する相談支援に関し、市町村への必要な援助を行うよう努めなければならない。

県市

市

令和６年４月から

精神保健に関する相談支援

※参考：厚労省資料を改変
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保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領 要点抜粋

〇心の健康づくり、精神保健相談及び精神障害者等
の福祉サービスの提供等の業務を地域の実情に応じて
包括的に行う

〇関係機関等と協働し、相談支援体制の整備を推進
していくこと

〇精神保健福祉部局のみならず、母子保健・児童福
祉、介護・高齢者福祉、生活困窮者支援等の部局と
の緊密な連携のもとに相談支援体制を検討すること。

〇相談で把握した精神保健のニーズを確実に支援につ
なげるため、 必要な庁内の連携体制の構築、専門職
の配置、精神科医療機関との連携等により、支援基
盤を確保していくこと。

〇関係機関を含めた地域社会との緊密な連携

〇精神的健康の保持増進や精神障害に対する誤解や社
会的偏見をなくす活動を行うもの

〇より身近な地域で支援を受けることができる体制を構築
していくために、保健所は、専門性や広域性が必要な事項
について、積極的に市町村を支援していくことが必要

〇専門性が高く、複雑又は困難なケース等については市
町村職員に同行して訪問支援を行う等連携を図る等を行
うとともに、市町村が継続して相談支援業務を実施できる
よう、市町村に伴走し、重層的な支援を行う体制整備が
必要

保健所の役割 市町村の役割

厚生労働省 保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領から抜粋 7



精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進研修
～医療と保健、福祉の連携の実施～

【県受託事業】 相談支援体制整備事業

【内容】 県内複数ブロックにアドバイザーが配置され、地域
のネットワーク構築のための広域的な支援を行う

自立支援協議会
基幹相談支援センター
●体制整備の量的側面
（サービス等の基盤整備）

●体制整備の質的側面
（個別支援ニーズとサービスを適切に
つなぐ相談支援の充実）

措置入院者
退院後支援事業

＜技術協力＞
・保健所の事業・会議・研修実施、企画等に対する助言・ 講師対応等

・包括ケアシステムに関するノウハウ・情報の提供等

保健所ごとの協議の場
（構築会議）

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築

推進研修～医療と保健、福祉の連携～

市町村ごとの協議の場

保健所 市町村

＜全県単位での研修の実施＞
・地域生活支援事業 「精神障害者支援の障害特性と支援技法を
学ぶ研修」（※報酬加算に対応した研修）
・精神保健福祉関連研修
（メンタルヘルス課題別研修等）

埼玉県自立支援協議会精神障害者
地域支援体制整備部会

＜研修＞
精神障害者の地域包括ケアシステム構
築推進研修
⇒県・精神保健福祉センター

包括ケアシステム研修（保健
所・市町村向け）
⇒保健所
精神障害者の地域移行・地域定着
関係職員に対する研修
（※報酬加算に係る研修事業としない）
⇒精神保健福祉センター
地域生活支援事業における研修

県

医療

保健 福祉

医療保健福祉の連携促進

参画・協働

各保健所管内
精神科医療機関

県の協議の場

埼玉県相談支援専門員協会

日
頃
の
連
携
を
生
か
す

（疾病対策課事業）

● 精神科医療機関、保健所、市町村、障害福祉サービス事業所等との相互理解を深め、精神障害者の地域包括ケアシステムの

構築に向けた取組の推進
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埼玉県精神障害者地域支援体制整備部会資料一部改編

地域と協働した
研修の企画・立案

課題に応じた研修を実施
協議の場と研修の連動

技術協力
個別支援
個別支援
個別支援

共通の課題（地域課題）
※個別支援会議、退院支援委員会等

連携（顔の見える関係の構築）
「本人の困りごと」への適切な支援

精神保健福祉センター

参
画
・
協
働



令和７年度精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進研修

保健所の取組報告
成果内容保健所

全体のテーマとして、通常支援＋αである、「のりしろ支援」の理念を定着さ
せることを掲げている。「のりしろ支援」「保健・医療・福祉の連携の重要
性」「各分野ごとの強み」について好事例を用いたパネルヂィスカッション及
びグループワークを行うことにより参加者ひとりひとりが自分事として捉え、
支援者・関係者間に一定の広まりが得られた。退院支援プロジェクトの目的や
保健の役割について各市町の特徴や課題を改めて共有する機会となり、来年度
の当地域における地域包括ケアシステム構築に向けた地域全体の取り組みへつ
なげた。

精神障害者を地域で支えるための研修会
「保健・医療・福祉の連携による誰もが安心して暮らせる地域づ
くり～地域移行プロジェクトの実践から～」
【パネルディスカッション】
①志木市健康増進センター 保健師 貫井なおみ氏
②志木市基幹相談支援センター 野末 奈緒美氏・松本尚子氏
③菅野病院 相談員 田村 綾子氏
④朝霞病院 相談員 角皆 沙織 氏
【グループワーク】
参加者３４名

朝霞保健所

今年度は精神患者を対応する訪問看護や生活保護担当等の事務職等、幅広い職
種に参加してもらうことができた。依存症を切り口に様々な多重課題を抱える
対象者は多く、地域の支援者も対応に困窮している現状を共有。
講義では基礎的な知識を、グループワークでは支援機関の役割や機能を知り、
自分だけでケースを抱えるのではなく、それぞれの支援機関の強みを生かし、
連携することの重要性を学ぶことができた。

講義：重症化しやすい依存症治療と現状～依存症治療と治療導入
(アルコール依存症を中心に）～
講師：済生会鴻巣病院 曽根原 隆一氏
グループワーク
参加者：３２名

東松山保健所

今年度は日ごろ支援者がどのような意図を持ち連携しているかを共有し、今
後の支援の幅を広げたり、地域の状況を知ることに焦点を当てた。講義では、
保健・医療・福祉分野から、「困難に感じたが連携に助けられたこと」をテー
マに実践報告を行った。実践報告から、連携により当事者や家族にとっても選
択肢が広がるなどのメリットがあり、支援者間におけるコミュニケーションの
向上で孤立を防ぐ面も生まれることなど、参加者の気づきにつながった。
演習では講義内容を踏まえ、参加者自身の困難エピソードをもとに連携のエコ
マップ作りを行い、連携の視覚化を図った。

（１）講義：実践報告「困難に感じたが連携に助けられたこと」
講師：熊谷市保健センター 新藤 恵子氏

相談支援センターねむの木の丘 本田 奈穂子氏
相談支援センターいぶき 遠藤 幹太氏
相談支援センターあいのいえ 高木 陽子氏
北深谷病院 松島 大輔氏

（２）質疑応答
（３）演習：私の連携エコマップ作り
（４）共有・まとめ
参加者 ４７名

熊谷保健所
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他都道府県市町村による「にも包括」の取組

出典：精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援情報ポータル
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出典：精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援情報ポータル

他都道府県市町村による「にも包括」の取組
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にも包括ポータルサイト

ポータルサイトURL 
https://nimohoukatsu.mhlw.go.jp/



13
厚労省資料から引用
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精神科医療機関へのアプローチ

出典：厚生労働省 精神疾患に係る第８次医療計画の見直しについて（報告）
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精神科医療機関へのアプローチ

・基準病床数の設定（人口減少、病床削減等）
・身体合併症患者への対応（一般科との連携）
・人員配置の検討（専門職の不足等）
・入院機能や地域移行の基盤整備
・情報通信機器を用いた診療体制や電子カルテ化
…ほか、医療機関によって様々な課題を抱えていると想定される

・通報対応や平時のケース支援を通じた顔の見える関係、連携強化
・協議の場での意見交換
・病院⾧、主治医、精神保健福祉士等への『御用聞き』による困りごと、意向確認

・保健所単位で管内医療機関の状況を具体的に把握し、事業展開や平時の支援を
行うことで、効果的な『にも包括』の推進が期待できる。

・市町村や他保健所と医療機関の状況や取組みを共有することで、地域づくりの幅
が広がり、埼玉県の『にも包括』がさらに発展する。

今後見込まれる
精神科医療機関の
変化や課題

方法

効果



埼玉県内精神科病院65箇所内（必要に応
じて県外の精神科病院も訪問）

地域移行ピアサポート委託事業のイメージ

相談支援事業所

①ピアサポートコーディネーターの設置
（現在の職員の方の兼任でＯＫ）
②ピアサポーターの養成・普及啓発
（利用者の活躍の場になります）
（行政もお手伝いします）

③病院を訪問

④ピアサポートコーディネーターとピアサポーターが
入院中の患者さんにグループワークを実施

※ピアの力で⾧期入院により減退している退院意欲を
高めるための活動をします。

市内精神科病院

事業所所在市町村
（管轄保健所）

事業所名

吉川市（草加）障がい者相談支援センターすずらん

鴻巣市（鴻巣）生活支援センター夢の実

上尾市（鴻巣）障害者生活支援センター杜の家

東松山市（東松山）東松山市総合福祉エリア総合相談ｾﾝﾀｰ

所沢市（狭山）地域生活支援センター所沢どんぐり

事業所所在市町村
（管轄保健所）

事業所名

宮代町（幸手）埼葛北障がい者生活支援センターふれんだむ

熊谷市（熊谷）地域生活支援センター向陽

本庄市（本庄）就労継続支援Ｂ型佐久間さんち

秩父市（秩父）生活支援センターアクセス

川越市（川越）川越市障害者相談支援センターくらぁじゅ

朝霞市（朝霞）朝霞市つばさ会

地域移行・地域定着ピアサポート委託事業

16



精神障害者早期退院支援推進事業イメージ

医療機関

精神障害者早期
退院支援推進事業
登録事業所

入 院 治 療 開 始

退 院

①医療機関が別添「登録事業所一覧」
から退院予定の住所にサービス提供し
ている事業所へ電話連絡。
※もちろん、登録事業所以外の地域援助事業者でも、退
院に向けた相談をすることが可能です。

入院後
３か月以内

※４か月目以降は、
本事業の対象には
なりませんが、必要
に応じて地域援助
事業者を御紹介くだ
さい。

②連絡を受けた登録
事業所は、まず医療機
関を訪問します。

③登録事業所の職員は、職員の方からお
話しを伺い、退院に向けて調整が必要な福
祉的なニーズを確認します。
また、要請に基づき患者さんに面会します。

④登録事業所の職員は、聞き取ったニーズ
に適当と思われる福祉サービスを御案内し
ます。ご要望に応じて個別給付による地域
移行の申請のお手続きやヘルパーなどの
福祉サービス利用の申請の手続きをお手
伝いします。サービス利用申請以外にも、
家族調整などのお手伝いも可能です。

④「精神障害者退院支援推進事業」としてはここまでですが、登録事
業所（または他の事業者）が引き続き、地域移行支援（個別給付）を
行ったり、福祉サービス利用のための相談支援（計画相談）を行い、
退院及び退院後の安定した生活に向けお手伝いします。
※登録事業所のサービス提供地域の関係や、より適切にサービス提供が可能な事業所がある場
合には、他の事業所を調整することもあります。

入院
治療

通院
治療

退院前から関わった機関が退院後の生活
をお手伝いします。

17



精神障害にも対応したアウトリーチ事業

① 支援依頼

・依頼主が、本人の了解を得た
上で、「○○さんの訪問支援を
お願いしたい」と連絡。

依頼主（例）

③ 訪問・相談支援

アウトリーチ事業評価

【必要に応じた訪問への同伴】
・精神保健福祉センターや保健所等の
行政機関

・事業評価委員会の開催
・支援効果の確認、支援への助言

今度、退院する方は、措置入院や
医療保護入院を何度も繰り返しています。

「きちんと通院するので訪問看護は必要ありませ
ん。」「仕事するのでリハビリは必要ありません。」
と言って、サービスを利用しません。退院後、
誰かに見守ってもらえるとよいのですが。

医療や障害福祉サービスなどの支
援につながりにくい人

精神障害が疑われるが、精神科受診歴が
なく、医療につながりにくい人

② インテーク会議

精神科医療機関
家族

保健センター・保健所

・依頼の受付
・インテーク会議
（＝訪問目的と目標の整理）

【インテーク会議への参加・助言】
・精神保健福祉センターや保健
所等の行政機関

・訪問による支援

（精神保健福祉士等のほか医師やピアスタッ
フ（当事者スタッフ）など多職種による支援）
・電話相談対応
・関係機関との連絡調整

【委員会への参加・助言】
・精神保健福祉センター、保健所、本庁

支援対象者のイメ
ージ

障害福祉サービスなどの支援につながりにくい精神障害者や、精神障害が疑われるが精神科受診歴
がなく訪問支援が必要な人などを対象とした多職種による訪問支援を実施する。

【鴻巣・東松山・加須保健所管内】【朝霞・南部保健所管内】で実施

２０年近く家に閉じこもる生活が続いて
います。些細な音に敏感で、独り言を言ったり、ときどき
声を荒げることがあり、家の中も物が散乱しています。

市役所の方などが訪問に来ても「困り事はない」と言って、
なかなか相談関係が続きません。

18



厚生労働省資料
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厚生労働省資料

R7年度：埼玉県１回実施
12/3：坂戸社協と共催
R8年度も数回実施予定
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本日の流れ

１ 埼玉県における精神障害にも対応した
地域包括ケアシステム構築に係る各事業について

２ 報告：入院者訪問支援事業の進捗状況について

３ 情報提供：高次脳機能障害者支援について
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※参考：厚労省資料



を一部改変

希望に応じて、本人から聴き取ったお話
を、医療機関の方々に橋渡しいたします
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訪問支援員派遣の流れ

24

① 面会希望

精神科病院
退院後生活環境相談員

その他の職員等

電話・手紙等

面会日連絡

訪問支援（面会交流の実施）

② 面会日の調整

④ 実施報告

都道府県等

② 登録者から訪問支援員2名を
選任し面会日を調整する

④ 訪問支援員より面会の報
告を受ける

市
町
村
長
同
意
に
よ
る
医
療
保
護
入
院
者
等

③
日
程
の
連
絡

都道府県等
又は

委託先の事業所

事務局

○ 都道府県等は、研修を修了した者のうち、訪問支援に適任であると認めた者について、訪問支援員として任命する。
○ 入院者から訪問支援員との面会希望があった場合に、派遣調整を行う。
○ 本人以外の者からの依頼については、本人の意向であることを確認した上で派遣調整を開始する。
○ 事務局は、支援対象者の意向を確認した日付及びその方法等については、個別に記録しておくこと。

① 入院者本人もしくは、市町村
⾧同意の担当者又は精神科病院の
退院後生活環境相談員等を経由し、
面会希望の連絡を受ける

③ 必要に応じて精神科病院の退院
後生活環境相談員やその他の職員等
の協力を得ることで、できる限り支
援対象者の希望に添えるよう、訪問
支援員の派遣調整を行う。

訪問支援員は、2人一組（※）で
精神科病院を訪問し、面会交流を行う

（※）ペアで訪問をする事で互いにフォローができ
緊張感の緩和につながることが先行事例から
示されている。
また、訪問支援のスキルアップのためには

経験の少ない者と経験を重ねた者によるペア
での実施が効果的とされている。

訪問支援員

※参考：厚労省資料

社会福祉
法人じり
つ



年度
月 ４月３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月３月２月１月１２月１１月１０月９月８月

事務
調整事項

支援員
養成研修

支援員派遣

検証会議

※令和６年３月時点

研修
実施 受講者名簿管理

推
進
会
議

修
了
証
発
行
・
支
援
員
任
命

事業周知・関係機関調整
（患者・精神科病院協会、市町村）

派
遣
開
始

実務者会議：県・事務局および訪問支援員、訪問支援を受け入れる精神科病院の関係者等が、事業の具体的な課題や支援のあり方等について協議する場とする

推進会議：県・事務局および訪問支援員、訪問支援を受け入れる精神科病院の関係者等が、事業の実施状況や実務者会議から報告される内容を基に、事業の進め方について検討や見直しを図る場とする

試行的派遣の実施

支援員への事前説明、サポート、
実施記録管理

全病院に
拡大した
が検証事
業を継続

実
務
者
会
議

県内５病院
のみで実施

全
病
院
へ
の
事
業
説
明
会
を
実
施

精
神
科
病
院
協
会
報
告

全
病
院
へ
の
支
援
員
派
遣
を
開
始

全病院への派遣を実施

研修
実施

修
了
証
発
行
・
支
援
員
任
命

推
進
会
議

実
務
者
会
議

精
神
科
病
院
協
会
報
告

支
援
員
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修
を
実
施

次年度以降の
本格実施について
検討・決定
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市町村担当者

○  都道府県等は、市町村に対し、市町村⾧同意による医療保護入院者との面会時に当該事業を入院者に紹介
   するよう依頼する。
○ 都道府県等は、精神科病院に対し、退院後生活環境相談員等から入院者に対して当該事業を紹介することや、
啓発資材の掲示等により入院者に常時当該事業の周知を図ることを依頼する 。

市町村

・ＨＰ等での広報

厚生労働省

・市町村に対し、市町村⾧同意の入院者への面会時に本事業を紹介するよう依頼する

・精神科病院に対し、入院者へ退院後生活環境相談員やその他の職員等から本事業を紹介することや、

啓発資材の掲示等により当該事業の周知を図るよう依頼する。

・市町村⾧同意後の入院者との面会時

 にリーフレット等を用いて本事業

 を紹介する

・退院後生活環境相談員の選任の挨拶時や
日々の支援の中でリーフレット等を用いて
本事業を紹介する

・本事業の紹介・周知のための院内掲示を行う

市町村⾧同意
入院患者等 退院後生活環境相談員

等

精神科病院

都道府県等

昨年度までは未周知
次年度以降の周知につい

て
御協力いただきたい

R7に全病院にリーフレッ
トを配布

R8にポスターを配布予定



入院者訪問支援事業リーフレット



本日の流れ

１ 埼玉県における精神障害にも対応した
地域包括ケアシステム構築に係る各事業について

２ 報告：入院者訪問支援事業の進捗状況について

３ 情報提供：高次脳機能障害者支援について



ケガや病気により脳に損傷を受けた後、次のような症状により
日常生活や社会生活での困りごとがある状態のことです。

埼玉県では、高次脳機能障害でお困りの方からの相談に対応する

「総合相談窓口」 を県内４か所に設置しています。

面接・訪問相談も行っております。まずはお気軽に

お近くの相談窓口にお電話ください。

（高次脳機能障害がある方を支援する方からの相談もお受けしています）

コバトン& さいたまっち

彩の国
埼玉県

物の場所を忘れたり、

新しいできごとを

覚えられない

計画を立てたり、

予定通りに行動する

ことができない

突然怒りだすなど、

感情がおさえられない

作業を長く続けられない

ぼんやりしていて、

ミスが多い

【県全域】 埼玉県高次脳機能障害者支援センター
（総合リハビリテーションセンター内）

電話： ０４８－７８１－２２３６ （相談専用） 住所：上尾市西貝塚148-1

【東部地域】 医療法人光仁会 春日部厚生病院
電話： ０８０－８１８１－４１４８ （相談専用） 住所：春日部市緑町6-11-48

【西部地域】 医療法人真正会 霞ヶ関南病院
電話： ０４９－２３２－１３１３ （代表） 住所：川越市安比奈新田283-1 

【県央地域】 社会福祉法人恩賜財団 埼玉県済生会鴻巣病院
電話： ０４８－５９６－２２２１ （代表） 住所：鴻巣市八幡田849

相談窓口
受付時間：午前9時～午後5時(祝祭日を除く月曜日から金曜日)
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高次脳機能障害者支援
＜医療的支援＞
病院での支援

＜福祉的支援＞
各種サービス事業所等での支援

に

回復期病院で
の治療、基本
動作・日常生
活動作等の訓
練

障害福祉
サービス、
介護保険
サービス
を通した生
活能力の
向上

復学、復職や新
規就労、福祉的
就労に向けた支
援

急性期病院にお
ける原因疾患の
治療

回復期リハ病院
での治療、基本
動作・日常生活
動作等の訓練

障害福祉サービス
や介護保険サービ
スを通した生活能
力の向上

復学復職や新規
就労、福祉的就
労に向けた支援

脳
の
損
傷

生
活
の
安
定
・
精
神
的

充
足

○脳神経外科や救
命救急センターを
有する病院

○リハビリテー
ション科や精神科
を有する病院

○自立訓練事業所
○生活介護事業所
○通所リハ事業所
○グループホーム

など

急性期 医学的リハ 社会的リハ
職業リハ・
社会参加

○就労移行支援事業所
○就労継続ＡＢ型
○ハローワーク

など

＜日常生活の
サポート＞

○地域活動支援
センター
○就労定着支援
事業所
○家族会
○ピアサポート
○レスパイト
サービス

など

＜サービス等利用についての相談及び計画作成＞
○（一般／特定／障害児）相談支援事業所
○居宅介護支援事業所

支
援
機
関

県
施
策

【課題】
急性期病院又は回復期リハ病院退院後に、支援機関側での連携が
うまくとれておらず、患者を各種サービスへつなげられていない。

○医療関係者向け専門研修会
○高次脳機能障害に対応できる医療機関一覧表の公表

○相談窓口の設置 ○ピア・カウンセリング事業

○就労移行支援・定着支援、就労系事業所の支援○地域相談支援事業

○市町村・相談支援事業者等向け研修会 ○県民向け理解促進セミナー

埼玉県マスコット
「コバトン」「さいたまっち」

課題

平 成 ３ １ 年 ３ 月 ２ ６ 日
埼玉県高次脳機能支援体制
整 備 推 進 委 員 会 資 料
一部編集

高次脳機能障害支援センター（県リハビリテーションセンター内）
総合相談窓口（048-781-2236）

高次脳機能障害ピアカウンセリング事業 地域でともに生きるナノ
（090-4759-7156） 33



高次脳機能障害

高次脳機能障害が疑われたら…

事故や病気の後、
お子様にこのような
変化は見られませんか?

相談機関

埼玉県高次脳機能障害者支援センター
（総合リハビリテーションセンター内）

〒362-8567 埼玉県上尾市西貝塚148-1
電話 ０４８－７８１－２２３６

■相談時間
月曜日から金曜日（年末年始・祝祭日を除く）
午前9時から午後5時まで

■ホームページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/rihasen/
annai/kouzinou.html

作成:埼玉県福祉部障害者福祉推進課
埼玉県高次脳機能障害者支援センター

高次脳機能障害とは?

こどもの高次脳機能障害は、受傷した年齢に
より症状の現れ方が異なります。
就学後に症状が目立つことが多く、お子様の
発達や周囲の環境により症状が変化していく
ため、適切な配慮が必要になります。

●物忘れをする
●すぐにキレる
●疲れる
●集中できない
●取り掛かれない
●友達関係が上手くいかない
●しつこい
●内容が理解できない

【原因となる主な疾患】
外傷性脳損傷:交通事故、転倒、転落、

スポーツ事故等
脳血管障害:脳梗塞、脳出血、くも膜下出血等
脳炎:HSV、はしか等によるウイルス性感染症
低酸素脳症:心筋梗塞、窒息、溺水等
その他:脳腫瘍など

一人で悩まず、
お気軽にご相談下さい。

※症状によっては、各種手帳（身体障害・
知的障害・精神障害）や福祉サービスを
利用することができます。

■医療法人光仁会 春日部厚生病院
春日部市緑町6₋11₋48
電話 ０８０－８１８１－４１４８

■医療法人真正会 霞ヶ関南病院
川越市安比奈新田283-1 
電話 ０４９－２３２－１３１３

（代表）

■社会福祉法人恩賜財団済生会支部
埼玉県済生会鴻巣病院
鴻巣市八幡田849
電話 ０４８－５９６－２２２１

（代表）

●地域での相談機関

●拠点機関

彩の国

コバトン&さいたまっ
ち

事故や病気などで脳に損傷を受けた後に現れ
る、後天的な障害です。
記憶力や注意力の低下等の症状が現れ、日常
生活や社会生活に支障が出ることがあります。
症状が外見からわかりにくく、また本人に自
覚がないことも多いため「見えない障害」と
言われることもあります。
（発達障害や認知症とは異なります。）

もしかしたらお子様は…

かもしれません

埼玉
県

こうじ のう きの
う

しょうがい

埼玉県マスコット「コバトン」
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脳のケガや病気をしたことがある
はい(分からない） ・ いいえ

「記憶障害」かもしれません

□友だちや担任の名前、日付を覚えられない。
□何度も同じことを言ったり、聞いたりする。
□自分の発言を覚えていない。

「注意障害」かもしれません

□集中力がなく、すぐに飽きて目についたものを
触ったり、席を立ったりする。

□小さな音や周囲の動きに反応し、気が散りやすい。
□同時に2つのことをすると混乱する。
□話の内容が飛ぶ、要領を得ない話になる。

「遂行機能障害」かもしれません。
（小学校高学年になると目立つ）

□急な予定の変更があると混乱する。
□作文や感想文をどう書いたらよいか分からない。
□いま何をしたらよいか分からず、つど声掛けが必要。
□段取りよく作業ができない（計画的に行動できない）。

「社会的行動障害」かもしれません

□やりたいことを我慢することができない。
□怒りやすい、キレやすい。
□気持ちの切り替えができず、しつこい。
□学校で頑張りすぎて疲れてしまい、家庭では機嫌が悪く

家族に当たる。
□ことばや振る舞いが年齢よりも幼い印象がある。
□以前より幼稚になった。できていたことができなくなった。
□支度に時間がかかるようになった。
□人とのコミュニケーションが上手くいかない

＜易疲労性＞
□直前まで元気なのに、突然疲れが出て眠くなってしまう。
□あくびが出る、ハイテンションになる等、疲れの兆候に本人

や周囲の人が気付きにくく、怠けていると思われやすい。
□頭痛や目まいがする（天候や行事の影響を受けやすい）。

＜意欲の低下＞
□やる気がでない、物事を始めるのが遅い。
□考えが浮かばない。

＜自己認知の低下＞
□イメージができず、体験してみないと分からない。
□自分は何事も支障なくできると思っている。

自分の行動や感情を制御することが難しくなる障害です。

チェックリストで確認してみましょう。

さいたまっち&コバトン

高次脳機能障害 チェックリスト
事故や病気による脳損傷のあと、
お子様に以前と変わった様子はありませんか?

高次脳機能障害ではありません

高次脳機能障害が疑われたら、裏面の相談機関に相談してみましょう。

＜その他＞
□一度始めると、時間になってもやめられない。
□一度覚えたことや行動に対する修正が効かない。
□行動や生活態度がふざけていると捉えられる。
□聴覚が過敏になる。
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